
環境影響評価法の手続の流れ（北近畿豊岡自動車道）

国 都市計画決定権者 関係地方公共団体
国 民

国土交通大臣 兵庫県知事 市町長環境大臣 （兵 庫 県）

送 付(H14.1.4)協議 環境影響
○方 ○ 方法書の作成

送 付(H14.1.4)地域基準
○

↓法

方法書の公告・縦覧
○

書 １月＋２週間(H14.1.8～2.7)

(H14.1.8～2.21)
意見書の提出

意 見に ○

↓

送 付(H14.2.22)係
○意見の概要の作成

送 付(H14.2.22)
○

る
対 90日以内

意見聴取(H14.1.9)手
○審査会の答申

意見書
↓○

の提出 提 出続
意 見知事意見

(H14.5.22)
象

必要に応じ
助 言 ○

項目・手法の選定
技

事
↓術

準 基本的事項
指

環境影響評価の実施
針

↓備

送 付(H16.7.15)協議 環境影響
○業 ○ 準備書の作成

送 付(H16.7.15)地域基準
○書

↓

都市計画案・準備書

○に の公告・縦覧

（H16.7.20～8.20）
に

１月＋２週間
係

(H16.7.20～9.3)説明会の開催
○

（H16.7.27～7.29）

意見書の提出る
○ 意 見

↓係

手 意見概要 送付(H16.10.28)
の作成 ○

見 解 書 送付(H16.10.28)
○

続 120日以内

意見聴取(H16.7.20)る
○審査会の答申

公 聴 会意見書
↓○

提 出の提出
(H16.11.8)知事意見 意 見

評
手 送付・意見聴取 送付

○ ○ の作成評価書

価 45日以内 90日以内

環境大臣
書 必要に応じ許認可権者の意見

意 見 必要 ○

↓続 に応 都市計画同意権者意見
に

じ
(修正 必要 )の ないとき

係 通知 通知 その旨の通知
○ ○

送付 送付 (修正 必要 )の あるとき

る 修正後の評価書

↓
反映

手 送付
評価書・要約書 ○

送付
○

続

都市計画同意 ○

↓

許認可 都市計画決定

評価書の公告・縦覧反映
○

手 続 （１月間）

↓

プ事業の認可 事業実施･ﾌｫﾛｰｱｯ


